
 介護保険に関する指定訪問看護、指定介護予防訪問看護を利用されるときには、以下のとおり利用料金が発生します。

 ご自身の介護保険負担割合証記載の割合（1割、2割、又は3割）で支払額が変わります。

 法定代理受領サービスを利用できない場合は、ご利用料金10割負担の額をお支払いいただきます。

 また、介護保険給付の区分支給限度額を超えて利用される場合は、超えたご利用料金10割負担の額をお支払いいただきます。

 なお、以下の料金は厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、以下の料金も自動的に改定されます

ので、その場合は速やかに改定後の料金を書面でお知らせします。

１．利用者負担額

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

看護師 ３１４単位 ３，１４０円 ３１４円 ６２８円 ９４２円

准看護師 ２８３単位 ２，８３０円 ２８３円 ５６６円 ８４９円

看護師 ４７１単位 ４，７１０円 ４７１円 ９４２円 １，４１３円

准看護師 ４２４単位 ４，２４０円 ４２４円 ８４８円 １，２７２円

看護師 ８２３単位 ８，２３０円 ８２3円 １，６４６円 ２，４６９円

准看護師 ７４１単位 ７，４１０円 ７４１円 １，４８２円 ２，２２３円

看護師 １，１２８単位 １１，２８０円 １，１２８円 ２，２５６円 ３，３８４円

准看護師 １，０１５単位 １０，１５０円 １，０１５円 ２，０３０円 ３，０４５円

訪問看護Ⅰ５ 週６回まで

２０分（１回/日） ２９４単位 ２，９４０円 ２９４円 ５８８円 ８８２円

４０分（２回/日） ５８８単位 ５，８８０円 ５８８円 １，１７６円 １，７６４円

６０分（３回以上/日） ７９５単位 ７，９５０円 ７９５円 １，５９０円 ２，３８５円

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

看護師 ３０３単位 ３，０３０円 ３０３円 ６０３円 ９０９円

准看護師 ２７３単位 ２，７３０円 ２７３円 ５４６円 ８１９円

看護師 ４５１単位 ４，５１０円 ４５１円 ９０２円 １，３５３円

准看護師 ４０６単位 ４，０６０円 ４０６円 ８１２円 １，２１８円

看護師 ７９４単位 ７，９４０円 ７９４円 １，５８８円 ２，３８２円

准看護師 ７１５単位 ７，１５０円 ７１５円 １，４３０円 ２，１４５円

看護師 １，０９０単位 １０，９００円 １，０９０円 ２，１８０円 ３，２７０円

准看護師 ９８１単位 ９，８１０円 ９８１円 １，９６２円 ２，９４３円

訪問看護Ⅰ５ 週６回まで

２０分（１回/日） ２８４単位 ２，８４０円 ２８４円 ５６８円 ８５２円

４０分（２回/日） ５６８単位 ５，６８０円 ５６８円 １，１３６円 １，７０４円

６０分（３回以上/日） ７６８単位 ７，６８０円 ７６８円 １，５３６円 ２，３０４円

状態や希望により下記のものが加算されます

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

夜間：午後６時～午後１０時

早朝：午前６時～午前８時まで

深夜加算 午後１０時から午前６時まで

夜間、早朝加算 利用料金の１００分の２５を加算

利用料金の１００分の５０を加算

単位数
ご利用料金

予防訪問看護Ⅰ１

２０分未満

予防訪問看護Ⅰ 2

３０分未満

予防訪問看護Ⅰ３

３０分以上６０分未満

訪問１回につき加算されるもの

項目 内容 単位数
ご利用料金

訪問看護・介護予防訪問看護利用料金表 （令和6年６月１日付）

要介護１～５の方　訪問１回につき

項目 内容 単位数
ご利用料金

理学療法士、

作業療法士、

または言語聴覚士

理学療法士、

作業療法士、

または言語聴覚士

訪問看護Ⅰ１

２０分未満

訪問看護Ⅰ 2

３０分未満

訪問看護Ⅰ３

３０分以上６０分未満

訪問看護Ⅰ４

６０分以上９０分未満

要支援１～２の方　訪問１回につき

項目 内容

予防訪問看護Ⅰ４

６０分以上９０分未満



⾧時間訪問看護加算 90分を超える訪問 ３００単位 ３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円

看護･介護職員連携強化加算 ２５０単位 ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

10割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

 特別管理加算（Ⅰ） ５００単位 ５，０００円 ５００円 １，０００円 １，５００円

 特別管理加算（Ⅱ） ２５０単位 ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円

ターミナルケア ２，５００単位 ２５，０００円 ２，５００円 ５，０００円 ７，５００円

（令和６年６月１日改正）

※ 公費負担医療制度については別途ご相談ください。

※１単位＝１０円

２．その他の利用料（保険給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担になります。）

項目

交通費 通常の事業実地地域を越える場合 １kmにつき５０円

そ の 他 の 利 用 料 実費相当額日常生活上必要な物品の使用に係わる利用料金

以下のものは支給限度額とは別に加算されます

月１回加算されるもの

項目 内容 単位数
ご利用料金

永眠時のケア

⾧ 時 間 利 用 料 ２時間を超えて訪問看護を提供する場合 基本利用料に加算する利用料金 ３０分ごとに５００円

特別な管理が必要な状態

にある場合

１回のみ加算されるもの

内容 金額

緊急時の連絡や相談、訪

問を希望される場合
６００単位 ６，０００円 １，２００円 １，８００円６００円

訪問看護に連続して行われる処置に係わる利用料金 １０，０００円

キャンセル料 サービス実施日の前営業日の午後5時までに連絡がない場合 基本利用料金の半額

１，８００円退院時共同指導加算

入院中若しくは入所中の者

に対し、主治医等と共同し

在宅での療養上必要な指導

等を行った場合

６００単位 ６，０００円 ６００円 １，２００円

ご利用料金

複数名訪問加算 1

（３０分以上）
４０２単位 ４，０２０円 ４０２円 ８０４円 １，２０６円

月１回加算されるもの

１回のみ加算されるもの

項目 内容 単位数

複数名訪問加算Ⅰ

（３０分未満）

基準を満たし利用者や家

族の同意を得て複数の看

護師等が同時に訪問看護

を行う場合

２５４単位 ２，５４０円 ２５４円 ５０８円 ７６２円

３５０円 ７００円 １，０５０円

３００単位 ３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円

３５０単位 ３，５００円

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)

初回加算(Ⅰ)

初回加算(Ⅱ)

新規に訪問看護計画を作成し

た利用者に対して、病院等か

ら退院した日に初回の訪問看

護を行った場合

新規に訪問看護計画を作成し

た場合ただし、退院時共同指

導加算を算定した時には初回

加算は算定しない


